
 

清水町簡易宿泊・民泊仲介サイト等利用手数料給付金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、移住希望者（旅行者含む）が、民泊等を通じて地域の

人々と交流することにより、関係人口の増加を図るとともに、空き家・空き

店舗等を有効活用した宿泊不足解消に繋げることを目的とし、簡易宿泊・民

泊サイト等利用手数料の自己負担分を補助することについて必要な事項を定

めるものとする。 

 

 （給付対象者） 

第２条 給付金の交付の対象となる者（以下「給付対象者」という。）は、次

に掲げる要件を満たす者とする。 

（１）住宅宿泊事業法の規定による住宅宿泊事業の届出を行い、受理された者 

（２）旅館業法の規定による簡易宿所営業の旅館業営業許可申請を行い、許可

された者 

（３）町内にある物件であること 

（４）前年度以前の町税等の滞納がないこと 

（５）清水町暴力団排除条例（平成 24年清水町条例第 23号）第２条第１号、第

２号又は第３号に該当しない者 

  

（給付金の額） 

第３条 給付金の額は、民泊仲介サイト事業者により定められた利用手数料と

する。ただし、宿泊決済金額の 15％を限度とし、算定された額に 1円未満の

端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。 

 

 （交付申請） 

第４条 給付金の交付を受けようとする者（以下「申請者」）は、清水町簡易

宿泊・民泊サイト等利用手数料給付金交付申請書（様式第１号）に、次に掲

げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。 

（１）民泊仲介サイト事業者により定められた利用手数料の支出が確認できる

書類の写し 

（２）預金通帳の写し（口座名義人、口座番号、口座種別、金融機関名及び支

店名が分かるページの写し） 

（３）前２号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類 

 



 （交付決定及び確定等） 

第５条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかにその内

容の審査を行い、給付金の交付の可否を決定する。 

２ 町長は前項の規定により給付金を交付することを決定及びその額を確定し

たときは、清水町簡易宿泊・民泊サイト等利用手数料給付金交付決定兼交付

額確定通知書（様式第 2号）により、当該申請者に通知するとともに、速や

かに支払うものとする。 

３ 町長は、第１項の規定により給付金を交付しないことを決定したときは、

清水町簡易宿泊・民泊サイト等利用手数料給付金不交付決定通知書（様式第

３号）により、その旨及び理由を明示し、申請者に通知する。 

 

（決定の取消し）  

第６条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合には、給付金

の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。  

（１）虚偽その他の不正手段により支援金の交付決定を受けたとき。 

 （２）法令又はこの要綱に違反したとき。  

２ 町長は、交付決定者について前項各号の疑義がある場合は、当該交付決定者

を調査し、若しくは報告を求め、又は関係機関へ照会することができる。 

３ 町長は、第１項の規定により給付金の交付決定を取り消した場合は、書面に

より交付決定者に通知するものとする。 

 

 （返還）  

第７条 町長は、前条の取消しを行った場合において、既に交付した給付金の全

部又は一部の返還を命ずることができる。  

２ 町長は、前項の規定により給付金の全部又は一部の返還を命ずる場合は、書

面により、交付決定者に通知するものとする。 

 

 （その他）  

第８条 この要綱に定めるもののほか、給付金の交付に関し必要な事項は、町長

が別に定める。 

 

 附 則  

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 


